
 

 

 

 

 

 

 

 

国立大学法人滋賀医科大学・株式会社滋賀銀行は  

包括連携協定を締結します 
 

滋賀県の医療分野における連携推進プラットホームの構築 

国立大学法人滋賀医科大学（学長 塩田 浩平）、株式会社滋賀銀行（頭取 高橋 祥二郎）は、幅広い

分野で連携を強化し、地域経済の活性化及び地域社会の発展に寄与するため、「包括連携に関する協定

書」を締結することとし、次のとおり締結式を行います。 

 

担 

当 

部 

署 

国立大学法人滋賀医科大学 

研究推進課長 中島 賢也 

同課課長補佐 竹若 一浩 

TEL：077-548-2020 

株式会社 滋賀銀行 

営業統轄部 地域振興室長 舩木 敏男 

同室 安藤 誠 

TEL：077-521-2347 

国立大学法人滋賀医科大学 

株式会社 滋賀銀行         共同発表 

平成 29 年 10 月 6 日（金） 

平成 29 年 10 月 13 日（金） 

協定締結式終了後 解禁 

１ 協定締結式 

（１）日   時 : 平成２９年１０月１３日（金）午前９時１５分 から 午前９時４５分 

（２）場   所 : 滋賀医科大学管理棟３階 大会議室（別添 会場案内参照） 

 （大津市瀬田月輪町） 

（３）協定署名者 : 国立大学法人滋賀医科大学 学長 塩田 浩平 

 株式会社 滋賀銀行 頭取 高橋 祥二郎 

（４）次   第 : ① 開会 

             ② 主旨説明 

 ③ 出席者紹介 

国立大学法人滋賀医科大学 学長 塩田 浩平 

理事 小笠原 一誠 

株式会社 滋賀銀行     頭取 高橋 祥二郎 

執行役員営業統轄部長 堀内 勝美 

④ ご挨拶 

⑤ 協定書署名 

⑥ 質疑応答 

⑦ 閉会 

２ 協力・連携事項 

（１） 地域の知の拠点として、地方創生の推進に関すること 

（２） 地域経済の活力の創造に関すること 

（３） 大学の知的資源と、医療ニーズを持つ地域企業とのマッチングに関すること 

（４） 地域医療の人材育成に向けた取組に関すること 

（５） そのほか、本協定の目的を達成するために必要な事項 

３ 具体的な取り組み内容例 

（１）「認定コーディネータ」による企業の技術課題の解決や、大学の知的資源の情報発信 

（２） お互いの知見を交換し、新たな医療分野のビジネスチャンスを創出（セミナーの共同開催等） 

（３）銀行のネットワークを活用し、大学の知的資源と医療ニーズがある企業をマッチング 

（４）地域医療の発展に関する学術研究のための協力 等 



 

■会場案内（滋賀医科大学）                   別添 

 

 

 

○日時：平成２９年１０月１３日（金）９：１５～ 

 

 

○場所：管理棟３階 大会議室（下記⑫の建物） 

※⑫の建物前に駐車場をご用意いたします。 

 

 

○キャンパス内案内 
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